
二、第４条第１項第２号、第３号及び第５号（国の紋章、記章等） 

 
 

 第２号 パリ条約（1900年12月14日にブラッセルで、1911年６月２日にワ

シントンで、1925年11月６日にヘーグで、1934年６月２日にロンドンで、19

58年10月31日にリスボンで及び1967年７月14日にストックホルムで改正され

た工業所有権の保護に関する1883年３月20日のパリ条約をいう。以下同  

じ。）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章

その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の

締約国の国旗を除く。）であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は

類似の商標  

 第３号 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣

が指定するものと同一又は類似の商標 

 第５号 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商

標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記

号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標で

あつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の

商品又は役務について使用をするもの 

 

１．下記例示は、「経済産業大臣が指定するもの」であり、これらは官報に掲 

 載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000002000000000�


 

 

 第２号関係： 

 

 第３号関係： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  第５号関係： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

41.103.01 外国の地名等に関する商標について 

 42.103.01 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 

○審判決要約集（第４条第１項第２号、第３号及び第５号） 

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_103_01.pdf�
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/ichiran01.pdf#page=29�

